
























6 介護福祉士資格の活用状況  

39／42   



介護福祉士資格の活用状況  
平成18年1月現在   

○訪問介護等を行う者の要件  

・居宅サービスのうち、訪問介護を行う者の資格の一つとして規定されている。   

（介護保険法（平成9年12月17日法第123号）第7条第6項）  
・指定訪問介護事業所の訪問介護員等の資格の一つとして規定されている。   

（指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年3月31日省令第37号）第5条第1項）  
・基準該当訪問介護事業所の訪問介護員等の資格の一つとして規定されている。   

（指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年3月31日省令第37号）第40条第1項）  

（注）  

・介護保険法の一部改正により、18年4月1日以降、介護予防訪問介護を行う者の資格の一つとして規定される。   
（介護保険法等の一部を改正する法律（平成1了年6月29日法律第77号）の18年4月1日施行後の介護保険法（平成9年   
12月17日法第123号）（以下、「新介護保険法」という。）第8条の2第2項）  

・介護保険法の一部改正により、18年4月1日以降、夜間対応型訪問介護を行う者の資格の一つとして規定される。   

（新介護保険法第8条第15項）  

○指定福祉用具貸与事業所等の専門相談員の要件  

・専門相談員の資格の一つとして規定されている。   

（指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年3月31日省令第37号）（以下、「基準省  
令」という）第194条）  

（注）  

・平成18年4月1日以降、専門相談員は、基準省令ではなく、介護保険施行令（平成10年12月24日政令第412号）にお  
いて福祉用具専門相談員として位置づけられる予定。  

・平成18年4月1日以降は、指定介護予防福祉用具貸与事業所、指定特定福祉用具販売事業所及び指定特定介護予防福  
祉用具販売事業所の福祉用具専門相談員の資格の一つとしても規定される予定。  
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○指定訪問介護事業所等のサービス提供責任者の選任要件  

・サービス提供責任者の選任要件の一つとして規定されている。   
（指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について（平成11年9月17日老企第25号）第3の1の   

（2）の③のイ）   

（注）  

・平成18年4月1日以降は、指定介護予防訪問介護サービス事業所等におけるサービス提供責任者の選任要件の一つ  

して規定される予定。   

○介護支援専門員の受験資格  

・介護支援専門員実務研修受講試験の受験資格の一つとして規定されている。   

（介護支援専門員に関する省令（平成10年4月10日厚生省令第53号）第1条第一号）  

○在宅介護支援センターの職員の要件  

・在宅介護支援センターに配置すべき職種の一つとして規定されている。   

（配置すべき職種）   

■地域型：SW、保健師、看護師、介護福祉士、介護支援専門員のいずれか1人  

・基幹型：SW、保健師のいずれか1人及び看護師、介護福祉士のいずれか1人  

（在宅介護支援センター運営事業等の実施について（平成12年9月27日老発第654号））  

○指定居宅介護事業者等のサービス提供責任者の選任要件  

・サービス提供責任者の選任要件の一つとして規定されている。  

（指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準について（平成14年12月26日障発第1226002号）第3章第1  
節の（2）の③のイ）   

○運営適正化委員会及び選考委員会の委員の要件  

・運営適正化委員会における、社会福祉に関し学識経験を有する者である委員の要件の一つとして規定されている。   

・選考委員会における、公益を代表する委員の要件の一つとして規定されている。   

（運営適正化委員会等の設置要綱について（平成12年6月7日社援第1353号））  
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○市町村障害者生活支援事業の実施に携わる職員の任用要件  

・生活支援事業の実施に携わる専門的技術を有する嘱託職員の任用資格の一つとして規定されている。   
（地域における相談支援の実施について（平成15年11月6日障発第1106006号）  

○社会福祉施設における主任寮母の選任要件  

・主任寮母の選任要件の一つとして規定されている。   

（社会福祉施設における主任寮母制度の取扱いについて（平成4年3月2日社施第22号）  

＜教育関係＞  

○社会福祉士養成施設の教員  

・介護概論を担当する教員の要件の一つとして規定されている。ただし、資格取得後5年以上の実務経験が必要。   
（社会福祉士養成施設等指導要領及び介護福祉士養成施設等指導要領について（昭和63年1月14日社庶第3号）別添1）  

○介護福祉士養成施設の教員  

・専任教員の要件の一つとして規定されている。ただし、資格取得後5年以上の実務経験が必要。  
・介護系科目を担当する教員の要件の一つとして規定されている。ただし、資格取得後5年以上の実務経験が必要。   
（社会福祉士養成施設等指導要領及び介護福祉士養成施設等指導要領について（昭和63年1月14日社庶第3号）別添2）  

○介護福祉士養成における実習施設等の実習指導者  

・入所実習施設の実習指導者の要件として規定されている。ただし、5年以上の実務経験が必要。  
・居宅介護事業所の実習指導者の要件の一つとして規定されている。ただし5年以上の実務経験が必要。   
（社会福祉士養成施設等指導要領及び介護福祉士養成施設等指導要領について（昭和63年1月14日社庶第3号）別添2）  

○社会福祉主事養成機関の教員  

・介護概論を担当する教員の要件の一つとして規定されている。ただし、資格取得後5年以上の実務経験が必要。   

（社会福祉主事養成機関指導要領について（平成12年3月31日社援第805号）別添）  
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